
令和５年３月１日 

 

郡市区等医師会 様 

 

                                大 阪 府 医 師 会 

（公印省略） 

                                                            

児童生徒等の健康診断の適切な実施について（情報提供） 

                       

日頃は本会の学校保健事業にご尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、このたび大阪府教育庁より標記の件につきまして、通知が参りました。 

内容は令和４年 11 月に、学校へ派遣された医師が中学校や高等学校の健康診断中に、複数の女

子中高生を盗撮するという事案が発生しました。それに伴い、大阪府教育庁教育振興室保健体育課

が府警察本部と児童生徒等の健康診断時における被害防止を図るための留意点について情報交換

を行っております。 

その内容について、別紙の通り、府立学校、市町村教育委員会あてに通知した旨の情報提供が本

会にありました。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、会員への周知方ご高配のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

【大阪府教育庁より府立学校および市町村教育委員会へ示した内容】 

 

１．複数の教員で対応する 

個別診断ブース内では、教職員が立会人としての役割を担う 

健康診断は複数の教職員が携わり実施されます。その際、検診結果の記録係等は、児童生

徒等が検診を受ける個別診断ブース内にいることと思われますので、適切な検診のための立

ち会いも兼任しているとの認識も持っていただきますようお願いします。 

 

２．健康診断で使用する器具・筆記具等は、学校で用意する 

盗撮では、筆箱に入れられたペン型カメラが使用されていました。この方法を防ぐため、

一手間かかるかもしれませんが、学校で必要器具等を用意することを推奨します。 

 

３．医師の手持ち鞄、防寒コート等を個別診察ブースの外で預かる 

盗撮では、スマートフォン内のカメラ機能が活用されていました。この方法を防ぐため、医

師の荷物は個別診察ブース以外の場所で預かることを推奨します。 
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